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https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000082.html

＜概要＞

○「関東地方整備局における総合評価適用ガイドライン」は、令和3年3月9日開催の「令和2年度 関東
地方整備局総合評価審査委員会」において承認された「令和3年度 入札・契約、総合評価の実施
方針」に基づいて作成したもので、令和3年8月1日以降に公告（公示）となる案件から適用しています。

★詳細はコチラをクリック

【工事】 https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000004.html 

【業務】 https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000088.html

＜概要＞
○国土交通省では災害時の入札契約方式の適切な選択等に資するよう、以下をポイントとして、
『災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン』を令和3年5月に改正しました。
・工事・業務双方の入札契約方式の随意契約や指名競争等の適用条件を明確化
・技術提案・交渉方式、事業促進ＰＰＰ等の契約方式についての最新知見を反映
・地方公共団体の参考となるよう、入札契約方式の適用、体制確保等について、直轄事業との
相違点や留意事項を充実

○災害が発生した際には、被災地の一日も早い復旧・復興のため、災害復旧に関する工事及び
業務、その他の所管事業の迅速かつ確実な執行が求められます。入札契約手続きその他にお
いて平常時と異なる対応が必要となることがあり、これまでにも、大規模災害時等において都度
通知しています。その内容のより確実な実施及び周知のため、統合し整理したものが「国土交通
省直轄事業における災害発生時の入札・契約等関する対応マニュアル」です。
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 第１回推進本部会議資料の掲載場所

https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst_00002.html

■開催概要 第１回推進本部会議

１．日 時 ： 令和３年７月３０日（金）１０時００分から１１時３０分

２．場 所 ： さいたま新都心合同庁舎２号館 １４階 災害対策本部室

３．出 席 者 ： 関東地方整備局長、副局長、各部長、統括防災官

４．主な議事 ： 関東地方整備局インフラＤＸの実施目標について

【関東地方整備局インフラＤＸ推進本部の概要】

 令和３年７月１日、関東地方整備局インフラＤＸ推進本部を発足！

 推進本部、幹事会、ＷＧ・部会等の３層構造で体制を構築

 関東地方整備局内の各部に設置したＷＧが、部局横断的に連携して、インフラ分野

のＤＸを推進

【目標】

 デジタルデータと情報技術を活用した建設生産プロセスの変革による抜本的な生産

性、安全性、効率性の向上

 関東地方整備局職員の仕事の進め方の変革、働き方改革の推進

特集 関東地方整備局インフラＤＸ推進本部会議を開催

～社会全体の変革、イノベーションの非常に早い進展に対応し、
関東地方整備局における社会資本整備や公共サービスの提
供などのインフラ分野におけるＤＸを推進～

 関東地方整備局のインフラ分野のＤＸ取り組みを紹介します！

https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/index.html

 関東地方整備局インフラＤＸ推進本部を発足〔R3.7.1記者発表資料〕

https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000858.html


